
船舶事故等調査報告書 

平成２５年１月２４日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２０１２広第１２３号 

事故等種類 衝突（桟橋） 

発生日時 平成２４年４月３日（火） １３時０５分ごろ 

発生場所 広島県尾道糸崎港尾道駅前桟橋 

 広島県尾道市所在の尾道灯台から真方位３０２°２６０ｍ付近 

 （概位 北緯３４°２４.２′ 東経１３３°１１.６′） 

事故等調査の経過  平成２４年７月９日、本事故の調査を担当する主管調査官（広島事

務所）を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

旅客船 シトラス、１９トン  

 ２５０－１１６５２広島、個人所有 

 乗組員等に関する情報 船長、一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

 死傷者等 なし 

 損傷 本船 左舷旅客乗降用タラップに曲損及び左舷外板に亀裂 

桟橋 なし 

 事故等の経過  本船は、船長ほか１人が乗り組み、尾道駅前桟橋南側に左舷着けで

着桟して乗客を降ろした後、強くなってきた風波を避ける目的で同桟

橋の北側に移動するため、係留索を放して離桟しようとしたとき、突

風の影響で船体が動揺し、平成２４年４月３日１３時０５分ごろ左舷

側船尾の旅客乗降用タラップが桟橋に衝突した。 

 本船は、尾道駅前桟橋の北側へ移動して係留された後、修理され

た。 

気象・海象 気象：天気 雨、風向 西南西、風力 ５、視界 良好 

本事故発生時には、広島県全域に強風注意報、尾道市などに波浪注

意報が発表されていた。 

海象：潮汐 下げ潮の末期、波高 約１.５～約２ｍ 

その他の事項 

 

本船には防舷材が備え付けられていた。 

船長は、テレビで気象情報を入手していたが、尾道水道は、悪天候

時に他の船舶が避難してくる場所なので、余り風波は強くならないと

思っていた。 

広島地方気象台は、暴風及び高波などに関する地域気象情報を４月

２日～４日の間に延べ１１回発表しており、広島県呉市及び福山市で

は日最大瞬間風速の観測極値が更新されるなどの記録的な気象状況で

あった。 

分析 

乗組員等の関与 

 

なし 



船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

なし 

あり 

 本船は、尾道駅前桟橋から離桟作業中、風の影響で船体が動揺した

ことから、左舷側船尾の旅客乗降用タラップが桟橋に衝突したものと

考えられる。 

原因  本事故は、本船が、尾道駅前桟橋から離桟作業中、風の影響で船体

が動揺したため、左舷側船尾の旅客乗降用タラップが桟橋に衝突した

ことにより発生したものと考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・風波が強くなることが予想される場合は、早めに安全な場所へ避

難すること。 

 




